
議案第１９号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 

１ 公の施設の名称 

（１）佐倉市立佐倉老幼の館 

（２）佐倉市立佐倉東学童保育所 

（３）佐倉市立佐倉学童保育所 

（４）佐倉市立内郷学童保育所 

（５）佐倉市立白銀学童保育所 

（６）佐倉市立佐倉老幼の館学童保育所 

２ 指定管理者となる団体 

東京都港区芝四丁目１３－３ＰＭＯ田町東１０Ｆ 

株式会社明日葉 代表取締役 大 隈 太嘉志 

３ 指定の期間 

平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 

 

  平成３０年８月２７日提出 

 

佐倉市長  蕨  和 雄   

 


